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自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ 
（会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 笠間 貴之、以下「当行」）は、

2025年 12月 23日にお知らせいたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法

第 459 条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」における自己株式取得のうち、自

己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付（以下「市場買付」）による自己株式の取得につきまし

て、下記のとおり実施いたしました。 

 下記の取得をもちまして、2025年 12月 23日開催の取締役会において決議した自己株式取得は全て終

了しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行った理由  

資本効率を向上させ、株主還元を強化する観点から、市場買付による自己株式取得を実施いた

しました。 
 

２．自己株式の取得の内容 

（１） 取得対象株式の種類 当行普通株式 

（２） 取得した株式の総数 2,458,400株 

（３） 株式の取得価額の総額 7,240,917,850円 

（４） 取得期間 2026年２月１日～2026年３月４日（約定ベース） 

（５） 取得の方法 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付 

 

（ご参考） 

１．2025年 12月 23日開催の取締役会における自己株式取得に関する決議内容 

（１） 取得対象株式の種類 当行普通株式 

（２） 取得し得る株式の総数 23,000,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.6％） 

（３） 株式の取得価額の総額 300億円（上限） 

（４） 取得期間 2025年 12月 24日（水）から 2026年３月 24日（火）まで 

（５） 取得の方法 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）
による買付け及び自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場
買付 

（６） その他本項の自己株式取得に必要な一切の事項の決定については、当行代表執行役社長に一
任いたします。 

 

２．上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（2026年３月４日現在） 

（１） 取得した株式の総数 12,675,400株 

（２） 株式の取得価額の総額 29,999,860,500円 
 

以上 


